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一 

 



 

三 

す
な
わ
ち
千
葉
県
は
県
立
高
校
建
設
に
公
然
と
市
町
村
の
寄
附
金
を
あ
て
半
ば
強
制
的
に
こ
れ
を
行
な
つ
て 

お
り
、
当
該
市
町
村
は
こ
れ
を
承
認
し
て
い
る
。 

一 

千
葉
県
は
昭
和
四
十
年
度
当
初
予
算
に
県
立
高
等
学
校
の
施
設
の
建
設
事
業
に
「
学
校
施
設
整
備
費
寄
附
金
」

と
し
て
五
千
五
百
七
十
八
万
二
千
円
を
計
上
し
こ
れ
を
執
行
し
て
い
る
。 

二 

ま
た
千
葉
市
は
県
立
京
葉
工
業
高
校
施
設
整
備
寄
附
金
四
千
七
百
五
万
五
千
円
、
船
橋
市
は
県
立
高
校
建
設 

寄
附
金
一
千
万
円
、
松
戸
市
は
県
立
高
校
建
設
寄
附
金
八
千
三
百
七
万
五
千
円
、
茂
原
市
は
県
立
茂
原
工
業
高 

 

校
建
設
寄
附
金
六
百
十
三
万
一
千
円
を
昭
和
四
十
年
度
当
初
予
算
に
計
上
し
執
行
し
て
い
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
憲
法
第
九
十
二
条
の
地
方
自
治
の
本
旨
に
反
し
、
地
方
財
政
法
第
二
条
第
一
項
の
「
他
の
地 

 

方
公
共
団
体
の
財
政
に
累
を
及
ぼ
す
よ
う
な
施
策
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
規
定
に
違
反
し
、
地
方 

寄
附
金
に
よ
る
県
立
高
等
学
校
の
建
設
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 

ま
た
仮
に
市
町
村
が
任
意
的
自
発
寄
附
で
あ
つ
た
と
し
て
も
地
方
財
政
法
第
二
十
八
条
の
二
に
よ
り
禁
止
さ 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

「

1 

…
…
今
回
さ
ら
に
法
第
二
十
七
条
を
改
正
し
、
都
道
府
県
立
高
等
学
校
の
施
設
の
建
設
事
業
に
要
す
る 

 

費
用
は
、
市
町
村
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
の
建
設
事
業
に
は
、
建 

 
 

物
の
建
設
の
み
な
ら
ず
、
同
建
物
の
敷
地
の
取
得
、
演
習
農
場
等
の
建
設
又
は
取
得
も
含
む
。 

2 

自
発
的
な
任
意
寄
附
に
つ
い
て
も
、
法
第
二
十
八
条
の
二
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
相
互
間
の
負
担
区
分 

財
政
法
の
原
則
で
あ
る
「
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
の
負
担
区
分
」
を
侵
す
も
の
で
あ
り
、
学
校
教
育
法
第
五

条
（
学
校
の
管
理
と
費
用
負
担
）
及
び
地
方
財
政
法
第
九
条
な
ど
の
法
意
か
ら
し
て
も
こ
れ
に
反
す
る
も
の
で
あ

り
、
千
葉
県
及
び
当
該
市
町
村
は
地
方
財
政
法
第
二
十
七
条
に
明
ら
か
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
昭
和
三
十
八
年
七
月
三
日
自
治
乙
財
発
第
十
号
各
都
道
府
県
知
事
宛
自
治
省
事
務
次
官
通
達
に 

よ
つ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
右
通
達
は
、 

四 

 



 

五 

し
か
る
に
、
こ
の
違
法
な
当
局
の
予
算
の
執
行
に
対
し
本
年
八
月
三
十
一
日
松
戸
市
古
田
れ
い
子
ほ
か
三
名 

か
ら
松
戸
市
監
査
委
員
会
に
「
違
法
行
為
禁
止
措
置
請
求
」
の
監
査
請
求
を
適
法
に
行
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
松

戸
市
監
査
委
員
会
は
こ
れ
を
承
認
し
て
い
な
い
。 

六 

政
府
は
か
か
る
違
法
行
為
が
公
然
と
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
見
の
が
し
て
い
る 

ば
か
り
か
国
の
圧
迫
に
よ
り
、
ま
す
ま
す
窮
乏
す
る
県
財
政
を
市
町
村
財
政
の
負
担
で
補
う
こ
と
を
奨
励
し
、 

「
市
町
村
が
一
般
財
源
（
自
己
財
源
）
を
も
つ
て
自
主
的
に
寄
附
す
る
も
の
は
違
法
で
な
い
」
と
の
回
答
を
行
な
つ

て
い
る
。
こ
れ
は
前
項
の
次
官
通
達
と
は
全
く
反
対
の
回
答
で
あ
つ
て
違
法
の
指
示
を
行
な
つ
た
も
の
で
あ 

 

る
。
（
松
戸
市
議
会
で
の
市
長
言
明
） 

と
あ
り
、
自
治
省
は
地
方
財
政
法
の
明
確
な
解
釈
を
下
し
そ
の
旨
を
指
示
し
て
い
る
。 

を
み
だ
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
…
…
。
」 

し
か
も
松
戸
市
長
が
、
右
に
対
し
十
月
十
九
日
自
治
省
財
政
課
長
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
財
政
課
長
は 

五 

 



 

（2） 

千
葉
県
並
び
に
千
葉
市
、
船
橋
市
、
松
戸
市
、
茂
原
市
等
の
行
な
つ
た
前
記
高
等
学
校
の
寄
附
行
為
は 

（1） 

一
般
的
に
県
立
高
等
学
校
の
建
設
に
あ
た
り
、
他
の
地
方
公
共
団
体
の
寄
附
金
を
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と 

そ
の
た
め
結
局
最
終
的
に
地
方
公
共
団
体
を
通
じ
て
地
方
住
民
の
負
担
を
二
重
三
重
に
加
重
す
る
政
策
を
と
つ 

て
い
る
。
そ
の
た
め
に
地
方
公
共
団
体
は
政
府
の
地
方
自
治
に
対
す
る
破
壊
と
収
奪
の
も
と
で
、
必
要
な
高
校 

 

教
育
を
行
な
う
た
め
に
こ
れ
ら
の
違
法
行
為
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。 

と
く
に
千
葉
県
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
違
法
行
為
が
露
骨
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
に
千
葉
県 

 

だ
け
の
例
で
は
な
く
、
全
国
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
は
、
政
府
が
憲
法
、 

 
 

地
方
自
治
法
の
本
旨
を
ふ
み
に
じ
つ
て
、
な
し
く
ず
し
に
中
央
集
権
を
強
化
し
つ
つ
あ
る
証
拠
で
あ
る
。 

は
、
た
と
へ
地
方
公
共
団
体
が
自
発
的
、
任
意
の
寄
附
で
あ
つ
て
も
そ
れ
は
違
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど 

 

う
か
。 

よ
つ
て
、
こ
こ
に
質
問
書
を
提
出
し
責
任
あ
る
措
置
を
要
求
す
る
。 

六 

 



 

 

七 

県
、
市
と
も
に
明
ら
か
に
違
法
で
あ
る
と
思
う
が
、
ど
う
か
。 

（3） 

松
戸
市
長
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
す
る
財
政
課
長
の
回
答
は
、
全
く
違
法
な
行
為
を
支
持
し
た
こ
と
に 

な
る
が
、
自
治
大
臣
は
ど
の
よ
う
な
監
督
、
指
導
を
行
な
つ
て
い
る
の
か
。 

（4） 

県
、
市
は
既
に
予
算
を
決
定
し
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
が
違
法
行
為
に
基
づ
く
も
の
と
す
れ
ば
、
自
治
大 

臣
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
措
置
す
る
の
か
。 

（5） 

こ
の
よ
う
な
違
法
行
為
は
全
国
各
地
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
公
然
と
行
な
わ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る 

が
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
措
置
す
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


